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1 環境施策の基本理念
●総合的で計画的な環境保全施策を推進するため，平

成7年に「広島県環境基本条例」を制定しました。

この条例では，環境保全に関する基本理念や県民・事業

者・行政の責務を明らかにするとともに，施策の基本とな

る事項を定め，これに基づく施策を総合的かつ計画的に推

進し，現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に

寄与するとともに，人類の福祉に貢献することを目的とし

ています。

●環境基本条例の理念に則り，環境の保全に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するため，

「広島県環境基本計画」を平成9年3月に策定し

ました。

この計画は，県が環境行政を遂行するにあたっての具体

的なガイドラインを示す，環境の保全に関する総合計画で

あると同時に，経済社会活動やライフスタイルと深く結び

ついた今日の環境問題に対する県民・事業者の意識改革と

自主的な取組の基本的な方向を示すものです。

2 新たな施策方針
今日の地球温暖化問題，廃棄物問題や自然との共生など

複雑・多様化した環境問題に適切に対応し，持続可能な社

会を実現していくためには，県民・事業者・行政全ての活

動に「環境への配慮」を織り込んでいくことが重要である

ことから，平成14年度は「はじめます次代のための環境

づくり」の施策方針のもとに，各種の施策を展開していき

ます。
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